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は じ め に 

 

山梨県の社会資本をめぐっては、２０２０年の東京オリンピック・パラリン

ピックの開催や２０２７年のリニア中央新幹線の開業といった県の発展につな

がる絶好の機会を迎えようとしている一方で、加速する社会資本の老朽化、大

規模自然災害への備えなどの様々な課題を抱えている。このような状況におい

て、県では限られた財源の中で、『安全安心を支える基盤づくりを進める「防

災・減災」分野』、『地域資源を生かして活力ある地域づくりを進める「活力」

分野』、『健やか・快適環境を創造する「くらし」分野』毎に重点目標を定め、

社会資本整備を進めている。 

 

これらの社会資本整備にあたっては、計画段階から事業実施中、事業完了後

の全ての過程において、一層の透明性の向上を図り、事業を効果的、効率的に

執行していくことが重要である。 

 

山梨県では平成１７年度から「公共事業評価システム」を本格導入し、事前

評価においては、経済効率性や事業規模、事業手法、計画熟度などの妥当性や

同種の事業間の優先度などの観点から事業実施の是非を総合的に評価し、再評

価においては、社会経済情勢の変化、経済効率性、時間管理、コスト縮減など

の諸観点から事業継続の是非を評価し、また事後評価においては、事業貢献度

や経済効率性、改善措置の必要性などの観点から事業の達成度を評価すること

としている。 

 

本委員会は公共事業に対して意見を述べる機関として設置され、これまで多

くの評価対象事業を審議しており、近年では平成２７年度に２５事業、平成２

８年度に２８事業を審議し、公共事業評価の適正化を図ってきている。 

本年度は、事前評価４事業、再評価７事業、事後評価４事業、合わせて１５

事業について、個別説明及び現地視察を経て、次のとおり意見をとりまとめた

ので具申する。なお、再評価１事業については９月２０日に意見書の提出を行

っている。 

今後の社会資本の整備にあたっては、本委員会の意見を十分尊重し、一層効

果的、効率的な事業執行に反映されたい。 
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１ 事前評価について 

 

１－１ 事前評価実施にあたって 

 

   公共事業の事前評価は、着手段階における意思決定プロセスの透明性、

客観性の一層の向上を図るとともに、限られた財源を有効に活用するた

め、事業実施の妥当性や事業貢献度の観点から評価するものである。今回

は、以下の４事業について事前評価の審議を行った。 

   事業に対する意見は次のとおりである。 

 

 １－２ 個別事業に対する意見 

 

    ①道路事業 国道３５８号（遠光寺
おんこうじ

北
きた

交差点）（甲府市） 

この事業は、国道３５８号の遠光寺北交差点において、中心市

街地へのアクセスの向上を図るために、現道拡幅改良を行うもの

である。 

現在、遠光寺北交差点は甲府市街地南北及び東西方向の交通流

の結節点であり、朝夕の通勤時間帯を中心に著しい交通渋滞が発

生している。また、リニア中央新幹線新駅と甲府駅を結ぶ主要な

アクセス道路となることから、リニア中央新幹線開業時までに整

備を進める必要性が認められる。 

主要な渋滞発生箇所の解消や、拠点機能へのアクセス向上が期

待されることから、事業の必要性は高く、実施が妥当である。 

 

②街路事業 （都）大手
お お て

二丁目
にちょうめ

浅原
あさばら

橋
ばし

線(柳町
やなぎまち

工区)(甲府市) 

この事業は、甲府市中央四丁目において、現道を拡幅し、歩道

を整備するとともに、電線類の地中化を行うものである。 

当該区間を含む甲府市中心市街地においては、慢性的な渋滞が

発生している他、歩道も狭く、歩行者及び自転車の通行が危険な

状態となっている。 

本事業の整備により、隣接する古府中環状浅原橋線や和戸町竜

王線の整備と一体となって、中心市街地と周辺地域との交通ネッ
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トワークが強化され、交通の円滑化が期待されるとともに、歩行

者の安全性の向上が図られることから、事業の必要性は高く、実

施が妥当である。 

 

③経営体育成基盤整備事業 穂
ほ

足
たり

（北杜市） 

この事業は、北杜市須玉町において、担い手への農地集積を促

進するためのほ場整備を実施することで、農作業の効率化による

農業経営の安定化を図るものである。 

現在、狭小で不整形な農地が大半を占め、大型農業機械での作

業は困難な状況にある。また、農道は狭く通行時に危険が生じて

いるとともに、用排水路の老朽化による通水機能の低下など農家

の負担は大きく、早急な整備が強く望まれている。 

このような中、本事業によりほ場整備を実施することで農業生

産力の向上による産地の強化や、農作物の安定供給が期待できる

ことから、事業の必要性は高く、実施が妥当である。 

 

④かんがい排水事業 楯
たて

無堰
なしせぎ

（北杜市、韮崎市、甲斐市） 

この事業は、一級河川塩川から取水している農業用水を、韮崎

市穂坂町、甲斐市龍地地域に今後も安定的に供給するため、老朽

化した基幹農業用水路を改修整備するものである。 

当該施設は昭和３０年代に整備された後、５０年以上が経過し

ており、施設の各所でコンクリートの破損やひび割れ等が見受け

られる状況となっている。特に隧道や水路橋等主要施設の老朽化

は著しい状況であり、早急な対応が望まれている。 

このような中、本事業により施設を改修整備することで、安定

した農業用水の供給が可能となり、施設の長寿命化が図られると

ともに、地域農業の持続的発展に資するものであるため、事業の

必要性は高く、実施が妥当である。 
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２ 再評価について 

 

２－１ 再評価実施にあたって 

  

公共事業の遅延による社会的便益の損失を防ぎ、公共事業のもたらす効

果を早期、かつ最大限に発揮させるためには、事業進捗の厳密な管理と徹

底したコスト縮減が重要である。 

   このため、事業の再評価では、事業着手から一定期間が経過した事業に

ついて、社会経済情勢の変化や進捗状況等を踏まえ、事業の見直しの必要

性や時間管理を主眼に、今後の事業継続の是非を判断することとしてい

る。今回は、以下の６事業について再評価の審議を行った。 

   個々の事業に対する意見は次のとおりである。 

 

 ２－２ 個別事業に対する意見 

 

  （１）計画内容を見直し、工期の変更を行った上で継続することが妥当

と判断した事業 

 ①林道事業 林道塚本山
つかもとやま

線（山梨市） 

この事業は、山梨市北部の塚本山一帯の県有林を管理経営し、

地域の林業振興や活性化、また、森林の有する公益的機能の維持

増進に有効な林内路網を形成するため、森林管理道を整備するも

のである。 

今回の見直し案は、地形が急峻で地質も脆弱な区間があり、計

画どおりの事業進捗とならなかったことに加え、施工区間内にお

いて大規模な法面崩落が発生したことから、対策工事等に要する

事業費の増額と事業期間を延伸する内容となっている。 

現在、８割程度の事業進捗が図られていること、この事業の完

成により、林業生産力の向上と森林整備の効率化が図られること

などから、見直し案により事業を継続することが妥当である。 

事業実施にあたっては、時間管理を徹底し、見直し案のとおり

平成３３年度の完成に努められたい。 
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②道路事業 国道４１１号（勝沼
かつぬま

拡幅）（甲州市） 

この事業は、国道４１１号の甲州市勝沼町山から等々力地内に

おいて、歩行者等の安全性・利便性の向上や周囲の景観に配慮し

た道路を整備するために、現道拡幅、歩道整備及び電線類の地中

化を行うものである。 

今回の見直し案は、甲州市の主要観光ルートである当該区間の

景観形成に資するための計画変更等により事業費を増額すると

ともに、用地交渉に時間を要したことから事業期間を延伸する内

容となっている。 

現在、７割程度の事業進捗が図られていること、この事業の完

成により、これまでの投資による効果が十分に発現することか

ら、見直し案により事業を継続することが妥当である。 

事業実施にあたっては、時間管理を徹底し、見直し案のとおり

平成３７年度の完成に努められたい。 

 

③道路事業 （主）甲府昇仙峡
こうふしょうせんきょう

線（新長とろ橋）（甲府市、甲斐市） 

この事業は、主要地方道甲府昇仙峡線において、幅員が狭く大

型車同士のすれ違いが困難であるとともに、老朽化した長潭橋に

替わり、新設橋を整備するものである。 

今回の見直し案は、地質調査結果に基づき橋梁下部工工事に大

規模な仮設工が必要となったこと、移転にかかる用地補償交渉に

時間を要したことから、事業費を増額するとともに事業期間を延

伸する内容となっている。 

用地取得に関して概ね完了したこと、この事業の完成により、

緊急輸送道路及び観光道路としての機能が向上することなどか

ら、見直し案により事業を継続することが妥当である。 

事業実施にあたっては、時間管理を徹底し、見直し案のとおり

平成３３年度の完成に努められたい。 
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④道路事業 （主）甲斐
か い

早川
はやかわ

線（早川
はやかわ

芦安
あしやす

連絡道路） 

（南アルプス市、早川町） 

この事業は、南アルプス市芦安と早川町奈良田を結ぶ災害に強

い道路を新たに整備するものである。 

今回の見直し案は、地質調査の結果、想定以上に軟弱な地盤が

確認されたことから、ルート見直しを含め、トンネルの補強工法

の追加などを行ったことにより、事業費を増額するとともに事業

期間を延伸する内容となっている。 

この事業の完成により、災害時の孤立化防止が図られること、

南アルプス地域の一年を通じた観光が可能となることから、見直

し案により事業を継続することが妥当である。 

事業実施にあたっては、時間管理を徹底し、見直し案のとおり

平成３８年度の完成に努められたい。 

 

⑤砂防事業 大和
お お わ

川
がわ

（南アルプス市） 

この事業は、南アルプス市を流下する大和川において、台風や

集中豪雨による土砂災害を防止するため、砂防堰堤を整備するも

のである。 

今回の見直し案は、既設水路の付け替えの必要が生じ、地元と

の協議及び工事に時間を要すこととなったため、事業費を増額す

るとともに事業期間を延伸する内容となっている。 

現在、８割程度の事業進捗が図られていること、この事業の完

成により、土石流被害に対する地区の安全性が大きく向上するこ

となどから、見直し案により事業を継続することが妥当である。 

事業実施にあたっては、時間管理を徹底し、見直し案のとおり

平成３２年度の完成に努められたい。 
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(２）計画内容を見直した上で継続することが妥当と判断した事業 

    ①道路事業 国道１４０号（新
しん

山梨
やまなし

環状
かんじょう

道路
ど う ろ

・東部区間）（甲府市） 

この事業は、甲府都市圏を取り囲む「新山梨環状道路」におい

て、供用している南部区間を東へ延伸整備するものである。 

今回の見直し案は、施工条件の詳細な検討結果に基づき、橋梁

形式などの見直しが必要となったこと、地質調査の結果から、想

定以上の軟弱地盤であることが判明し、軟弱地盤対策の見直しが

必要となったことから、事業費を増額する内容となっている。 

また、国土交通省補助事業に採択された事業区間と整合を図る

ため、事業評価区間の見直しを行った。 

現在、用地取得は８割程度進捗していること、主要構造物の工

事に着手していること、この事業の完成により、環状ネットワー

ク効果の早期発現とともに、周辺道路の渋滞緩和が図られること

などから、見直し案により事業を継続することが妥当である。 

事業実施にあたっては、時間管理を徹底し、見直し案のとおり

平成３２年度の完成に努められたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 8 - 
 

３ 事後評価について 

 

 ３－１ 事後評価実施にあたって 

 

   公共事業をより効果的、効率的に計画・実施していくためには、完了し

た事業を厳密に検証し、その結果を今後の事業展開に反映させることが必

要である。 

   このため、事後評価では、整備が完了した事業について、事業目的の達

成度や環境への影響などの検証を行い、必要に応じて適切な改善措置等を

検討することとしている。今回は、以下の４事業について事後評価の審議

を行った。 

   個々の事業に対する意見は次のとおりである。 

 

 ３－２ 個別事業に対する意見 

 

①林道事業  林道 京
きょう

戸
ど

岩崎山
いわさきやま

線（笛吹市、甲州市） 

      この事業は、笛吹市と甲州市にまたがる岩崎山の森林８６０ha

を適切に管理経営するため、２つの既設林道を連絡する森林基幹

道を整備したものである。 

本事業により、計画的・効率的に森林整備が行われ、木材の搬

出も円滑に行われていることから、事業効果は大きいと判断され

る。 

さらに、適切な森林整備の実施により、水源涵養や土砂流出防

備等の森林の公益的機能が向上し、事業の目的が達成されたと評

価できる。 

 

②道路事業 （主）韮崎
にらさき

南
みなみ

アルプス中央線 

（新山梨環状道路 南部区間 若草工区）（南アルプス市） 

この事業は、甲府都市圏を取り囲む｢新山梨環状道路｣の南部区

間のうち、中部横断自動車道・南アルプス IC から若草ランプ間

の整備を行ったものであり、甲府市内に集中する交通を分散し、

甲府市街地の交通渋滞緩和を図るために実施したものである。 
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整備後は、周辺道路における交通の分散化が図られ、混雑が緩

和されるとともに、地域間の連携や緊急時の輸送体制の確保が図

られたと認められることから、事業の目的が達成されたと評価で

きる。 

 

③道路事業 （主）甲府
こ う ふ

山梨
やまなし

線（八幡
や は た

バイパスⅠ期）（山梨市） 

この事業は、主要地方道甲府山梨線の山梨市大工から北地内に

おいて、幅員が狭小で視距が確保できず、すれ違い困難などの状

況を解消するため、バイパス道路を整備したものである。 

整備後は、西関東道路へのアクセスが向上するなど、道路利用

者の利便性向上と、安全な通行が確保されたと認められることか

ら、事業の目的が達成されたと評価できる。 

 

④住宅事業 県営住宅湯村
ゆ む ら

団地
だ ん ち

（甲府市） 

この事業は、県営湯村団地において、建築後約４０年が経過し

老朽化や狭小であった居住環境を改善するため、建て替え整備を

したものである。 

整備後は、エレベーターの設置などによりバリアフリー化が図

られ、居住形態に合わせた間取りとして改善されているほか、近

隣への日照を考慮して北側に駐車場を配置し、道路と住棟の間に

は植栽帯を設けるなど、適正な居住空間が確保されている。入居

状況も良好なことから、事業の目的が達成されたと評価できる。 
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４ 附帯意見 

 

  個別事業に対する本委員会の意見は前記のとおりであるが、審議過程にお

いて各委員からは事業全般に関すること、評価手法に関わることなど多くの

意見が出された。 

  公共事業評価を実施するに当たっては、県民へのアカウンタビリティ（説

明責任）や客観性・透明性を十分に確保する必要があることから、ここに、

今後検討すべき主な内容を附帯意見として附記するので、県におかれてはこ

の趣旨を十分理解され、今後の評価調書の作成や事業計画の策定等に配慮さ

れたい。 

 

 

 

○評価調書の見直し等について 

調書の記載について、出来る限り明確かつ県民に分かりやすい表現で記

述するとともに、必要に応じて調書の改定等改善に努められたい。 

また、費用便益比については、便益の内訳や増減理由を記載するなど、

分かりやすい記述に努められたい。 

  なお、改善の方向性については、以下のようなことが考えられる。 

 

 

 

１．調書の記載内容について 

・再評価調書については、現計画と今回変更計画を図表等用いて分かりや

すく対比する。 

・事前評価調書に記載されている主要目標等を再評価調書にも記載する。 

 

２．費用便益比の記載方法について 

・事前評価、再評価、事後評価の各調書を通じて、費用便益比の記載内容

を統一する。 

・費用、便益それぞれについて、総額のみではなく内訳を記載することと

する。便益については、主要な便益項目を記載する。 

・各評価時点において評価基準年を明確にして比較することとし、費用便

益比に大きな変化があった場合には、その理由を記載する。 

・事後評価においては、事業期間の変更による変化も記載する。 
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５ 審議経過 

 

（１）第１回評価委員会 

   開催日：平成２９年６月２日（金） 

   内 容：前年度の評価意見に対する県の対応方針・対応状況について 

事前評価事業の説明・審議（１事業） 

再評価事業の説明・審議 （１事業） 

       事後評価事業の説明・審議（３事業） 

 

（２）第２回評価委員会 

   開催日：平成２９年６月３０日（金） 

   内 容：事前評価事業の説明・審議（１事業） 

再評価事業の説明・審議 （４事業） 

       事後評価事業の説明・審議（１事業） 

 

（３）第３回評価委員会 

   開催日：平成２９年７月２８日（金） 

   内 容：現地視察（再評価事業 ２事業、事後評価事業 １事業） 

 

（４）第４回評価委員会 

   開催日：平成２９年９月１４日（木） 

   内 容：再評価事業の説明・審議（１事業） 

 

（５）第５回評価委員会 

   開催日：平成２９年１０月１２日（木） 

   内 容：事前評価事業の説明・審議 （２事業） 

       再評価事業の説明・審議（１事業） 

 

（６）第６回評価委員会 

   開催日：平成２９年１０月２６日（木） 

   内 容：評価調書等の見直し審議 
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６ 平成２９年度山梨県公共事業評価委員会委員名簿 
 

委 員 長 村 上
む ら か み

 幸 利
ゆきとし

     山梨大学名誉教授 

 

副委員長 武 藤
む と う

 慎 一
しんいち

   山梨大学大学院准教授 

 

委  員 石 平
い し だ い ら

 博
ひろし

     山梨大学大学院准教授 

 

同     大塚
おおつか

 ゆかり   山梨県立大学教授 

 

同     小 澤
お ざ わ

 房 子
ふ さ こ

   小澤木彫アート代表 

 

同         柿嶋
かきしま

 美保子
み ほ こ

   風土記の丘農産物加工 

直売組合加工部代表 

 

同     平 松
ひ ら ま つ

 晋 也
し ん や

    信州大学教授 

 

同     平山
ひらやま

 けい子
  こ

   山梨大学大学院准教授 

 

同     松 本
ま つ も と

  武
 たけし

     東京農工大学大学院講師 

  

同     吉田
よ し だ

 修
しゅう

一郎
いちろう

     東京大学大学院准教授 

 

 

       

 

 

 

（敬称略：委員は五十音順、役職は平成２９年１０月現在） 


